
検
討
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

⑶
従
来
、簡
易
課
税
制
度
に
お
い
て
農
業
、

林
業
、漁
業
は
第
3
種
事
業（
み
な
し
仕

入
率
70
％
）で
し
た
が
、令
和
1
年
10
月

1
日
以
降
の
飲
食
料
品
の
譲
渡
を
行
う

農
業
、林
業
、漁
業
は
、第
2
種
事
業（
み

な
し
仕
入
率
80
％
）と
な
り
ま
す
。課
税

期
間
の
途
中
で
事
業
区
分
が
変
わ
る
場

合
も
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

令
和
１
年
10
月
1
日
か
ら
の
消
費
税
増

税
、
軽
減
税
率
導
入
か
ら
4
年
後
の
令
和

5
年
10
月
1
日
よ
り
「
適
格
請
求
書
等
保

存
方
式
」
が
導
入
さ
れ
、
仕
入
税
額
控
除

は
適
格
請
求
書
等
の
保
存
が
要
件
と
な
り

ま
す
。適
格
請
求
書
が
発
行
で
き
る
の
は
、

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
を
受
け

た
課
税
業
者
で
す
。

こ
の
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
事
業
者
間

取
引
に
お
い
て
免
税
業
者
が
不
利
な
扱
い

と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
免

税
業
者
が
こ
の
制
度
導
入
に
ど
の
よ
う
に

対
応
す
る
か
、
課
税
業
者
に
と
っ
て
は
、

免
税
業
者
と
の
取
引
を
ど
う
す
る
の
か
が

今
後
の
検
討
課
題
と
な
り
ま
す
。

⑴
帳
簿
の
記
載
に
関
し
て
現
行
制
度
と
の

違
い
は
、「
軽
減
税
率
対
象
品
目
に
つ

い
て
の
記
載
」が
追
加
さ
れ
た
点
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
令
和
1
年
10
月
1
日
以

降
の
軽
減
税
率
対
象
品
目
の
仕
入
に
つ

い
て
は
、
標
準
税
率
が
適
用
さ
れ
る
品

目
の
仕
入
と
区
分
し
た
記
載
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

軽
減
税
率
対
象
品
目
の
仕
入
に
つ
い

て
は
、
令
和
1
年
9
月
30
日
ま
で
の
仕

入
も
8
％
、
10
月
1
日
以
降
の
仕
入
も

8
％
で
す
が
、
9
月
30
日
ま
で
の
仕
入

と
10
月
1
日
以
降
の
仕
入
は
区
分
し
て

記
載
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
同

じ
8
％
で
も
9
月
30
日
以
前
と
10
月
1

日
以
降
は
消
費
税
率
と
地
方
消
費
税
率

が
異
な
る
か
ら
で
す
。（
＊
1
）

⑵
保
存
す
る
請
求
書
等
の
記
載
事
項
に
関

し
て
現
行
制
度
と
の
違
い
は
、「
軽
減

税
率
対
象
品
目
に
つ
い
て
の
記
載
」
と

「
税
率
ご
と
に
合
計
し
た
税
込
金
額
の

記
載
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
課
税
仕
入

の
中
に
軽
減
税
率
対
象
品
目
が
な
い
場

合
は
、
現
行
の
記
載
事
項
を
満
た
す
請

求
書
等
の
保
存
で
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
こ
の
2
点
に
つ
い
て
は
、
請
求

書
等
の
交
付
を
受
け
た
事
業
者
が
追
記

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑶
3
万
円
未
満
の
取
引
、
3
万
円
以
上
の

取
引
で
あ
っ
て
も
「
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
場
合
」
は
請
求
書
等
の
保
存

を
要
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
と
同
様
で
す
。

⑴
複
数
税
率
に
対
応
し
た
区
分
経
理
が
困

難
な
中
小
事
業
者
（
基
準
期
間
の
課
税

売
上
高
5
，0
0
0
万
円
以
下
の
事
業

者
）に
は
、「
税
額
計
算
の
特
例
」（
＊
2
）

の
選
択
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑵
簡
易
課
税
制
度
に
お
い
て
は
、
売
上
に

適
用
さ
れ
る
税
率
に
よ
る
消
費
税
額
を

基
に
仕
入
税
額
の
計
算
を
す
る
た
め
、

軽
減
税
率
の
導
入
に
よ
り
簡
易
課
税
制

度
選
択
の
有
利
不
利
の
判
断
が
従
来
と

変
わ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
簡
易
課

税
制
度
の
継
続
、
選
択
に
つ
い
て
の
再

消費税増税、軽減税率の
導入に当たって❷
公認会計士・税理士　錦織　澄（税理士法人 錦織会計事務所 代表社員・松江商工会議所専門相談員）

税
額
の

計
算
に
つ
い
て

4

「
区
分
記
載
請
求
書
等

保
存
方
式
」
に
つ
い
て

3

令
和
5
年
10
月
1
日
か
ら
の

「
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の

導
入
」
に
つ
い
て

5

導入まで

1ヶ月！
しょほう8月号・9月号●特別連載

＊
1　
令
和
1
年
9
月
30
日
ま
で
の
標
準
税
率
は
、

消
費
税
率
6.3
％
＋
地
方
消
費
税
率
1.7
％
＝

8
％
、
令
和
1
年
10
月
1
日
か
ら
の
軽
減
税

率
は
、
消
費
税
率
6.24
％
＋
地
方
消
費
税
率

1.76
％
＝
8
％
で
す
。

＊
2　
売
上
の
税
率
ご
と
の
区
分
を
仕
入
の
割
合
な

ど
「
一
定
割
合
」
を
用
い
て
計
算
す
る
特

例
、
仕
入
の
税
率
ご
と
の
区
分
を
売
上
の
割

合
を
用
い
て
計
算
す
る
特
例
、
事
後
選
択
に

よ
る
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
の
特
例
が
あ
り

ま
す
。

軽減税率導入に伴う請求書等
の記載事項の追加
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